
　

割
賦
販
売
法

　

　平
成
二
九
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
八
・

六
・
三
法
六
〇
）
附
則
七
条
（
平
成
二
九
・
一
二
・
二
ま
で
に
施
行
）

第
三
五
条
の
三
の
六
〇
①
②
　（
略
）

③
　（
柱
書
略
）

一
　（
略
）

二
　
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
五
項
各
号
の
訪
問
販
売

及
び
同
条
第
六
項
各
号
の
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
個
別
信
用
購
入
あ
つ

せ
ん
及
び
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
販
売
又
は
提
供
の
方
法
に

よ
る
販
売
又
は
提
供

④
　（
柱
書
略
）

一
　
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務

の
提
供
で
あ
つ
て
訪
問
販
売
又
は
電
話
勧
誘
販
売
に
該
当
す
る
も
の
が

同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
役
務
の
提
供
に
係
る
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
及
び
個
別
信
用

購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
提
供
の
方
法
に
よ
る
提
供

二
　
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る

販
売
又
は
役
務
の
提
供
で
訪
問
販
売
又
は
電
話
勧
誘
販
売
に
該
当
す
る

も
の
に
係
る
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
及
び
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん

に
係
る
販
売
又
は
提
供
の
方
法
に
よ
る
販
売
又
は
提
供

三
　
訪
問
販
売
又
は
電
話
勧
誘
販
売
に
該
当
す
る
販
売
又
は
役
務
の
提
供

が
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二

号
の
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
に

係
る
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
及
び
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る

販
売
又
は
提
供
の
方
法
に
よ
る
販
売
又
は
提
供
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